
登
録
番
号

登
録
年
月
日

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

登
録
を
受
け
た
者
が

調
査
業
務
を
行
う
区

分
の
名
称

登
録
を
受
け
た
者
が
調

査
業
務
を
行
う
事
業
所

の
名
称
及
び
所
在
地

第
二
十
二

号

平
成
二
十
三
年

一
月
十
八
日

株
式
会
社
パ
ソ
ナ
グ
ル
ー
プ

七

先
行
技
術
調
査

（
自
然
資
源
）

株
式
会
社
パ
ソ
ナ
グ

ル
ー
プ

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一

丁
目
５
番
１
号

二
十
七

先
行
技
術

調
査（
有
機
化
学
）
大
阪
本
部

代
表
取
締
役

南
部

靖
之

二
十
八

先
行
技
術

調
査
（
高
分
子
）

大
阪
府
大
阪
市
北
区
芝

田
一
丁
目
１
番
４
号

三
十
四

先
行
技
術

調
査
（
伝
送
シ
ス

テ
ム
）

東
京
分
室

東
京
都
千
代
田
区
大
手

町
二
丁
目
６
番
４
号

登
録
番
号

登
録
年
月
日

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

登
録
を
受
け
た
者
が

調
査
業
務
を
行
う
区

分
の
名
称

登
録
を
受
け
た
者
が
調

査
業
務
を
行
う
事
業
所

の
名
称
及
び
所
在
地

第
二
十
三

号

平
成
二
十
三
年

一
月
十
八
日

株
式
会
社
先
進
知
財
総
合
研

究
所

一

先
行
技
術
調
査

（
計
測
）

株
式
会
社
先
進
知
財
総

合
研
究
所

東
京
都
港
区
芝
四
丁
目
４
番

１
０
号

二
十
二

先
行
技
術

調
査
（
金
属
電
気

化
学
）

東
京
都
港
区
芝
四
丁
目

４
番
１
０
号

代
表
取
締
役

児
玉

皓
雄

平成™š年˜月™�日 木曜日 第œ›Ÿš号官 報

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
六
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
七
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

佐
賀
県
佐
賀
市

富
士
町
大
字
古
湯
字
大
川
内
三
一
一
七
の
二
六
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
佐
賀
県
庁
及

び
佐
賀
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
特
許
庁
告
示
第
四
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ

き
次
の
と
お
り
登
録
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
公

示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
七
日

特
許
庁
長
官

岩
井

良
行

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
六
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
七
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

岐
阜
県
中
津
川

市
山
口
二
七
〇
五
の
二
六
、
三
三
六
九
の
二
二
、
三
三

六
九
の
二
三
、
三
三
七
〇
の
九
九

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

解
除
の
理
由

農
道
用
地
と
す
る
た
め

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
六
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
七
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

佐
賀
県
杵
島
郡

大
町
町
大
字
福
母
字
千
場
三
〇
六
七
の
一
三
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
佐
賀
県
庁
及

び
大
町
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
六
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
七
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

一
^

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

佐
賀
県
佐
賀

市
富
士
町
大
字
関
屋
字
川
向
三
八
一
二
の
六
・
三
八

一
二
の
八
（
以
上
二
筆
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。）、
三
八
一
二
の
一
〇
（
国
有
林
）、
三

八
一
二
の
二
〇
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）、
三
八
一
二
の
二
一
（
国
有
林
）、
三
八
一

二
の
二
四
・
三
八
一
二
の
二
六
か
ら
三
八
一
二
の
二

八
ま
で
・
三
八
一
二
の
三
三
（
以
上
五
筆
国
有
林
。

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
三
八
一
二
の
三
四

（
国
有
林
）、
三
八
一
二
の
四
一
（
国
有
林
。
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
三
八
一
二
の
五
一
（
国

有
林
）、
三
八
一
二
の
五
四
・
三
八
一
二
の
六
一
・

三
八
一
二
の
六
二
・
三
八
一
二
の
六
四
・
三
八
一
二

の
六
五
・
三
八
一
二
の
八
一
か
ら
三
八
一
二
の
八
四

ま
で
・
字
˚
四
八
九
八
の
一
〇（
以
上
十
筆
国
有
林
。

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

_

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん

養
`

解
除
の
理
由

ダ
ム
用
地
と
す
る
た
め

二
^

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

佐
賀
県
佐
賀

市
富
士
町
大
字
大
野
字
古
賀
二
四
七
の
二
・
二
五
一

の
二
・
字
鷹
羽
一
四
九
九
の
二
・
一
五
〇
〇
の
二
・

富
士
町
大
字
栗
並
字
大
道
四
の
四
・
一
八
六
の
一
・

一
八
六
の
四
・
二
六
〇
の
一
・
富
士
町
大
字
畑
瀬
字

上
ノ
山
三
七
三
の
一
〇
・
三
八
二
の
三
二
・
三
八
五

の
一
・
四
一
五
の
一
（
以
上
十
二
筆
国
有
林
。
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
四
一
九
・
四
三
二
の
一

（
以
上
二
筆
国
有
林
）、
四
三
九
・
四
四
〇
・
四
四

五
の
一
・
四
六
三
の
二
（
以
上
四
筆
国
有
林
。
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

_

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出

の
防
備

`

解
除
の
理
由

ダ
ム
用
地
と
す
る
た
め

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
佐
賀
県
庁
及

び
佐
賀
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
六
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
七
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

佐
賀
県
唐
津
市

相
知
町
長
部
田
字
城
の
浦
一
二
三
二
の
二
・
一
二
三
八

の
二
・
一
二
四
一
の
二
・
一
二
四
二
の
二
・
一
二
四

三
・
一
二
五
三
の
二
・
一
二
五
六
の
二
・
一
二
五
七
の

二
・
字
千
原
一
三
五
二
の
二
・
一
三
五
三
の
二
・
一
三

五
四
の
三
・
一
三
五
五
の
二
・
一
三
五
六
の
一
・
一
三

五
六
の
三
か
ら
一
三
五
六
の
五
ま
で
・
一
三
五
六
の

七
・
一
三
五
六
の
八
・
一
三
五
七
の
二
・
一
三
五
七
の

三
・
一
三
七
一
の
三
・
一
四
〇
九
の
七
か
ら
一
四
〇
九

の
一
三
ま
で
・
一
四
一
〇
の
二
・
字
下
の
谷
一
七
〇
九

の
二
・
一
七
一
〇
の
五
か
ら
一
七
一
〇
の
七
ま
で
（
以

上
三
十
三
筆
国
有
林
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

〇
特
許
庁
告
示
第
三
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ

き
次
の
と
お
り
登
録
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
公

示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
七
日

特
許
庁
長
官

岩
井

良
行
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